
家事法制シンポジウム 

離婚当事者と子どものとの関係再構築・修復的司法を目指して 

－相談・調停における弁護士の役割を再考する－ 
 
平素は大阪弁護士会の諸活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当会家事法制委員会では、昨年度より、離婚に直面した当事者を法的・心理的・社

会福祉的にケアする方法を模索すべく、立命館大学の二宮周平教授、中村正教授並び

に神戸学院大学の石﨑淳一教授を中心に、弁護士、家事調停委員、臨床心理士、社会

福祉士と「離婚実務勉強会」を月１回のペースで開催してきました。本シンポジウム

では勉強会での研究をベースに、初めて「男性」に焦点を当て、離婚当事者と子ども

が離婚後の関係を再構築するために弁護士や調停委員等が果たすべき役割や姿勢に

ついて具体的に議論し、皆様と一緒に考えたいと存じます。 

ご出席頂ける際には２月１７日までに下記要領で事前にお申出いただけましたら

幸甚でございます。皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

主催 大阪弁護士会 近畿弁護士連合会 

  

日 時 ：平成２９年２月２５日（土）午後１時～午後４時３０分 

※開場は午後０時３０分から 

場 所 ：大阪弁護士会館２階ホール 

参加費 ：無料 

［プログラム（予定）］ 
１．基調講演 

（１）暴力的加害性のある男性の心理状態について（仮題） 
《報告者》中村  正 教授（立命館大学産業社会学部・「男親塾」主宰） 

（２）韓国の制度紹介 
《報告者》中井 洋恵 弁護士（大阪弁護士会 家事法制委員会） 

２．パネルディスカッション 
《パネリスト》 

二宮 周平 教授（立命館大学法学部・法学博士） 
中村  正 教授 
多賀 敏嗣 調停委員（元家庭裁判所調査官） 
太平 信恵 弁護士（大阪弁護士会 家事法制委員会委員） 

《コーディネーター》 
山本 隼平 弁護士（大阪弁護士会 家事法制委員会副委員長） 
安元 義博 弁護士（大阪弁護士会 家事法制委員会委員） 
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に  出席します。 

 

 

◆大阪弁護士会館（〒530-0047 大阪市北区西天満１－１２－５） 

 

 

 

 

［交通手段］ 

・京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 

出口１から徒歩約５分 

・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 

１号出口から徒歩約１０分 

・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 

２６号階段から徒歩約７分 

・ＪＲ東西線「北新地駅」下車 

徒歩約１５分 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪弁護士会委員会部司法課（担当：吉村） 
TEL:06-6364-1681 FAX:06-6364-7477 

e-mail：m-yoshimura@osakaben.or.jp 
 
 
※ご提供いただいた個人情報は、大阪弁護士会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、本研修会に

関するご連絡以外には使用いたしません。 

 

貴 名 ご所属 

回答先 FAX ： 06-6364-7477（担当：吉村宛） 


